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令和８年第１回長与町議会定例会 

議事日程（第４号） 

令和８年３月６日（金） 

   午前９時３０分 開議 

日程 議案番号 件        名 備考 

１ 報告6 
さくら野東地域交流センター建設工事請負契約の変更に係る専決

処分の報告について 
 

２ １０ 
令和７年度長与町一般会計補正予算（第７号）の専決処分の承認

を求めることについて 
 

３ １１ 長与町手話言語条例 ※総務 

４ １２ 複合施設「ホンテラッセ長与」条例 ※総務 

５ １３ 長与町行政財産使用料条例 ※総務 

６ １４ 長与町潮井崎キャンプ場条例の一部を改正する条例 ※産業 

７ １５ 長与町監査委員に関する条例の一部を改正する条例 ※総務 

８ １６ 
附属機関の設置に関する条例及び特別職の職員で非常勤のものの

報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例 
※総務 

９ １７ 古園地区急傾斜地崩壊対策工事請負契約の変更について  

１０ １８ 令和７年度長与町一般会計補正予算（第８号） 
※総務 
※産業 

１１ １９ 令和７年度長与町国民健康保険特別会計補正予算（第３号） ※総務 

１２ ２０ 令和７年度長与町後期高齢者医療特別会計補正予算（第２号） ※総務 

１３ ２１ 令和７年度長与町介護保険特別会計補正予算（第４号） ※総務 

１４ ２２ 
令和７年度長崎都市計画事業長与町土地区画整理事業特別会計補

正予算（第２号） 
※産業 

１５ ２３ 令和８年度長与町一般会計予算 
※総務 
※産業 

１６ ２４ 令和８年度長与町国民健康保険特別会計予算 ※総務 

１７ ２５ 令和８年度長与町後期高齢者医療特別会計予算 ※総務 

１８ ２６ 令和８年度長与町介護保険特別会計予算 ※総務 

１９ ２７ 
令和８年度長崎都市計画事業長与町土地区画整理事業特別会計予

算 
※産業 

２０ ２８ 令和８年度長与町水道事業会計予算 ※産業 

２１ ２９ 令和８年度長与町下水道事業会計予算 ※産業 

２２ ３０ 人権擁護委員の推薦について  



２３ ３１ 人権擁護委員の推薦について  

２４ ３２ 人権擁護委員の推薦について  

２５ ３３ 長与町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例 ※総務 

２６ ３４ 令和８年度長与町一般会計補正予算（第１号） 
※総務 
※産業 

２７ ３５ 令和８年度長与町国民健康保険特別会計補正予算（第１号） ※総務 

２８ ３６ 令和８年度長与町介護保険特別会計補正予算（第１号） ※総務 

   
 

   
 

   
 

   
 

   
 

   
 

   
 

   
 

   
 

   
 

   
 

   
 

   
 

   
 

   
 

   
 

   
 

   
 

※付託予定の委員会 

 



○議長（安藤克彦議員） 

皆さんおはようございます。ただ今から本日の会議を開きます。 

日程第１、報告６さくら野東地域交流センター建設工事請負契約の変更に係る専決処

分の報告についての発言を許します。 

吉田町長。 

○町長（吉田愼一君） 

皆さんおはようございます。報告６につきましては、所管より報告をさせていただき

ます。 

○議長（安藤克彦議員） 

青田総務部長。 

○総務部長（青田浩二君）  

皆さんおはようございます。報告６さくら野東地域交流センター建設工事請負契約の

変更に係る専決処分につきまして報告いたします。本報告は、令和７年９月の第３回定

例会において議決を頂きましたさくら野東地域交流センター建設工事請負契約につきま

して、当初の請負金額７,２６０万円に２１万５,６００円を増額し、請負金額を７,２８

１万５,６００円とし、変更契約の締結を行うため、地方自治法第１８０条第１項の規定

により令和８年２月２６日に専決処分を行いましたので、同条第２項の規定により報告

するものでございます。今回の変更概要といたしましては、電気設備工事におけるアー

ス工事を追加したことに伴い、請負工事費に変更が生じたものでございます。以上で報

告を終わります。 

○議長（安藤克彦議員） 

日程第２、議案第１０号令和７年度長与町一般会計補正予算（第７号）の専決処分の

承認を求めることについてを議題とします。 

これから質疑を行います。質疑はありませんか。 

質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

お諮りします。ただ今議題となっています議案第１０号は、会議規則第３９条第３項

の規定により委員会付託を省略したいと思います。ご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

異議なしと認めます。よって、議案第１０号は委員会付託を省略することに決定しま

した。 

これから議案第１０号の討論を行います。 

まず、反対討論はありませんか。 

次に、賛成討論はありませんか。 

討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

これから日程第２、議案第１０号令和７年度長与町一般会計補正予算（第７号）の専

決処分の承認を求めることについてを採決します。 



本案は原案のとおり承認することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

異議なしと認めます。よって、本案は原案のとおり承認されました。 

日程第３、議案第１１号長与町手話言語条例を議題とします。 

これから質疑を行います。質疑はありませんか。 

５番、八木議員。 

○５番（八木亮三議員） 

議案第１１号長与町手話言語条例について質問いたします。手話言語条例は、これま

で制定を求める同僚議員の一般質問においても、町内の手話サークルの方や関係者と意

見交換などを行い研究を進めているということでしたので、今回の提案はそういった協

議の結果が実を結んだものだと思いますし、現状では私も反対するところでは全くない

のですが、条文を見ますと、既に同様の条例を制定済みの他の自治体の手話言語条例を

ほぼそのままのような内容となっているところは感じます。もちろん条例というのは基

本的に他の自治体と同じようなものになるとは思いますが、とはいえ、他が書いてるか

ら同じように、実行するか分からないことまで書くということではいけないと思いまし

て、確認のためで質問いたします。２つありますが、この条例が形骸化せず実効性のあ

るものとなるために、この条例が制定されることでどうなるのかというのを確認したい

のですが、一つは第６条に町が推進に努めるべき施策を５つ挙げられてますが、この（１）

から（５）までのこの施策、具体的に今後こういうことを実施すると決定というか予定

している施策はどのようなものがあるのでしょうか。もう１つが、第７条聴覚障害児が

乳幼児期から手話を習得する機会の確保に努めるとありますが、これは具体的にどうい

う取り組みになるのか、この２つを伺います。 

○議長（安藤克彦議員） 

川内福祉課長。 

○福祉課長（川内佳代子君） 

まず第６条につきましては、こちらに書かれております規定につきましては、現在も

長与町の障害者の施策の方で施策をしているものがほとんどでございますが、まず２号

の手話による情報を取得する機会の提供のための施策、こちらにつきましては昨日一般

質問等でもありましたように、災害時における手話の通訳者の派遣とか、あとはＬＩＮ

Ｅによる情報伝達とかそういうものについて深く考えていければというところで思って

おります。また、こちらの方の６条の第２項の方に「ろう者等、その支援者等と協議を

行う」というふうにしております。今までは機会があれば情報の交換等はしておりまし

たが、この条例の制定の後は、少なくとも年２回程度は関係機関と協議をもちまして、

施策の方の更新をさせていただければと思っているところでございます。また７条につ

きましては、保護者、あとは家族の方と一緒に手話のことについての理解啓発、周知を

させていただければと思っておりまして、現在も夏休みの時に手話の子どもたちへの講



習会とかをさせていただいておりますが、それを少し広げまして、親子でも参加できる

ようなそういうふうなものができればというふうに思いまして、ここに付けているとこ

ろでございます。 

○議長（安藤克彦議員） 

八木議員。 

○５番（八木亮三議員） 

分かりました。現在ももう既に進めているものにさらにちょっと強化するというよう

なことかと思いますが、この条例が可決されればこの４月から施行となっておりますの

で、当然８年度の予算にそれらの施策が反映されていると思うのですが、今おっしゃっ

たこれまでよりも強化される部分についてだけ、だけというか、これに関連した予算で

すね、今回の８年度一般会計予算の中に何費としてどのぐらい計上されているのか。こ

の条例を制定されることによって、従来よりもろう者の方の福祉にプラスに計上してい

る予算があるのか、ここを伺います。というのは、地方自治法２２２条で新たな条例な

どは「必要な予算上の措置が適確に講ぜられる見込みが得られるまでの間は、これを議

会に提出してはならない」となってますので、８年度予算というのはもちろんこれから

審議するので可決されるかどうか別として、予算案には計上されていなければ、この条

例自体の提案がどうなのかというところがありまして、これを伺います。そして、同じ

ようなことになるんですが、私が他の市町の手話言語条例を見た限りでは、全てではな

いですが大半の手話言語条例に財政措置についての条文があるんですね。「町は手話に

関する施策を推進するために必要な財政措置を講ずるものとする」といったような条文、

この条文が本町の条例にはないのですが、何かこの他の部分は他の市町の条例と近い、

同じような感じなのに、財政措置という条文がない何か理由があるんでしょうか。 

○議長（安藤克彦議員） 

福祉課長。 

○福祉課長（川内佳代子君） 

８年度の予算措置につきましてでございますが、増額等で予算の方を要求とかをさせ

ていただいておりません。というのが、先ほども申し上げましたように、今もうしてい

るところの拡充といいますか、というところもございますし、８年度につきましては、

まず関連機関との定期的な協議という場を設けさせていただいて、その中で次につなが

るような施策を講じていければというふうに８年度は思っているところでございます。

また、財政措置についての条項がない分につきましては特段理由がございませんで、今

までも予算の要求、振興実施計画とかですね、そういうもので予算の要求はもう既にさ

せていただいているところでございまして、特段そこに乗せなかった理由っていうのは

ございません。 

○議長（安藤克彦議員） 

八木議員。 



○５番（八木亮三議員） 

予算計上については一定理解しました。それで、新たな条例ができることで、新たな

予算措置というのが必要なくても条例を議案提案できるんであれば大丈夫ですが、ちょ

っと私はそこまでは確認してませんが、今のご説明で分かりました。ただ、財政措置に

ついての条文ですね、恐らくおっしゃったようにあってもなくても同じということかな

と思うんですが、それであれば、個人的には財政措置という条文を入れてよかったんじ

ゃないかと思うんですね。というのは、やはりそれが他の市町の条例案にはあるのに、

あえて外されてるように感じるわけですよね。財政措置を講ずるとか努めるものとする

と書いてしまうと、言ってみればやらなければいけなくなるから、財政措置という条文、

あえて外してるように感じるんですね、実際はそうじゃないという、なのであってもな

くてもいいんであれば、他の市町とほぼ同じ条文なのでそこも入れればよかったと思う

んですが。分かりました。取りあえず変わりはないということですが、やはりですね、

せっかくの条例なので、理念条例に終わらせず、本当に手話を必要としている方のため

に実効性のあるものにしていただきたいんですが、これまでとちょっと繰り返しになり

ます、ちょっと質問じゃないといけないので、この条例を実効性にするものにあえて今

回制定した、つまり何年も前から求められていた部分もあると思うんですが、今回提案

となった理由といいましょうか、あとはこの条例を提案するに当たっての思いといいま

しょうか、その条例を提案した理由というのを再度ご説明いただければと思います。 

○議長（安藤克彦議員） 

福祉課長。 

○福祉課長（川内佳代子君） 

今回条例を制定するに当たりまして、関係団体と７年度中に３回ほど協議をさせてい

ただいたのと、あと福祉課に所属しております手話専任の方に、主担当といいますかコ

ーディネーターの方をしていただきまして、この条例の制定の方を進めさせていただい

ております。国の法律とか県の条例とかっていうのが制定されているところではござい

ますが、町の条例を制定いたしまして、町の責務っていうのを明確にさせていただけれ

ばと思いまして、今回条例の制定に至ったところでございます。 

○議長（安藤克彦議員） 

他に質疑はありませんか。 

質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

ただ今議題となっています議案第１１号は総務厚生常任委員会に付託します。 

日程第４、議案第１２号複合施設「ホンテラッセ長与」条例を議題とします。 

これから質疑を行います。質疑はありませんか。 

質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

ただ今議題となっています議案第１２号は総務厚生常任委員会に付託します。 

日程第５、議案第１３号長与町行政財産使用料条例を議題とします。 



これから質疑を行います。質疑はありませんか。 

５番、八木議員。 

○５番（八木亮三議員） 

こちらも私の所属する委員会所管でありませんので、この場で質問をさせていただき

ます。長与町行政財産使用料条例第３条第３項に、喫茶店、売店等の使用に係る使用料

が売り上げの５％に、１００分の５ですね、町長が別に定める率を乗じて得た額とあり

ますが、この町長が別に定める率というのは具体的にどういう設定方法なのか。そして

この条例、別表の２などを見ると分かりますというか感じますが、ホッテラッセができ

ることで定めたところがあると思いまして、この喫茶店というのはホンテラッセの１階

にカフェが入ることを前提に制定しているものと思いますが、実際の契約の際に、この

町長が定める率というのが当然確定していないと契約ができないと思うんですが、ホン

テラッセに入るカフェ、これは５％に幾らか掛けるのかというのはもう決まっているん

でしょうか。そして第４条に、使用料は使用の許可の際に納入とありますが、この売上

額の５％という設定では売り上げの確定前に支払うことはできないと思うんですが、こ

れをどのようにされるのか。これを伺います。 

○議長（安藤克彦議員） 

永野契約管財課長。 

○契約管財課長（永野英明君） 

議員ご指摘のとおり、この条例を作るに当たりましては、やはり複合施設のカフェ、

これを念頭に置いて検討させていただきました。５％っていうところなんですけれども、

近頃できました長崎市役所の食堂こちらの５％、それから他団体こちらを参考にして

５％ということで決めさせていただいております。こちら３％から１０％ぐらいがちょ

っと多いのかなということで思っております。あと町長が定める率を乗じるという部分

なんですけれども、こちらの方は５％をあくまでも基本としますけれども、こちらに低

減もしくは加算も考えておりまして、施設の立地、それから規模、施設、そういった事

情に応じて弾力的な運用を行うことができるように設定をしているところでございます。

ホンテラッセ長与の方なんですけれども、実際に何％ぐらいでいくのかというのは、ま

だ所管の方で決まってなかったかと思うんですけれども、基本はやはりこの５％という

数字をここでお示しているので、やはりそれが基本に進んでいくのかなと思っておりま

す。あと売り上げの部分なんですけれども、やはりこちら議員ご指摘のとおり普通は前

納してもらうべきなんですけれども、どうしてもやはり売り上げが出た後でしかこのカ

フェの部分についてはできないので、売り上げを月ごとにするのか、３カ月ごとにする

のかですね、こちらの施行が令和９年４月なので、それまでにちょっと今から所管の方

で詰めていくところだと考えております。 

○議長（安藤克彦議員） 

八木議員。 



○５番（八木亮三議員） 

一応弾力的にという意味で町長が定める率と付け加えてあるけれども、５％が基本と

いうことであろうかと思いますが、とはいえですね、今後いろんな町の財産使用に当た

っては、そういう弾力性が出てくると思うんですが、ちょっと繰り返しですが、先ほど

別表の２でホンテラッセの他の部分、マエニワですとかプラザ、そういった所は結構具

体的にもう使用料が決まっているのに、カフェの部分だけまだ５％は基本だけどはっき

りもう５％と確定してるわけじゃないというのが、ちょっとおかしいと思うんですね。

というのは５％という額で貸すともう確定してるんであれば、例えばそれがいい悪いっ

ていうのをこっちも判断しようがあるんですが、取りあえず弾力的な部分があるにもか

かわらずこれを通してですよ、結局ホンテラッセにカフェが入る時に、町長の定める率

を掛けるということで、例えばすごく安くしたり高くしたりされると、いやそれはおか

しいんじゃないかと思ってですね。要するに、なぜその別表２の部分は確定しているの

に、ホンテラッセのカフェの部分がもうこれは町長の定める率ってのは掛けないでもう

５％ですよとか、１００％確定してないんでしょうか。それを提示できないんでしょう

か。本来ホンテラッセのカフェが前提ですから、この委員会審査等に当たってはせめて

ホンテラッセのカフェはもう幾らにしますってのは確定ぐらいはして提案すべきかなと

思ったので、ちょっとその部分、なぜ確定してないのかを１点と、月の売り上げの５％

となると、その月の売上額が確実に把握できてなければいけないと思うんですね。要す

るにごまかされないのか、ここをどうやって売上額というのを確認するのか。何か貸し

た相手に監査とかができるのか。その確認方法ですね、それを伺います。 

○議長（安藤克彦議員） 

契約管財課長。 

○契約管財課長（永野英明君） 

まず５％が、複合施設カフェの方なぜ決まっていないのかというところなんですけれ

ども、一応今のところやはり５％基本ということで考えておりますけれども、やはり今

後事業者を募集するに当たっていろいろ総合的に考えた時に、加算であったり低減とい

う可能性もあるんですけれども、一応基本今のところ５％ということで町としては考え

ておるっていうところまでしかちょっと今のところ言えません。こちらの別表第２のと

ころの方なんですけれども、こちらは額が決まっているんですけど、こちらはホンテラ

ッセ長与を使ったマルシェをする時の貸す時の占有させるための場所の金額ということ

で、こちらについてはシーサイドマルシェであったりそういったものを参考に、所管の

方で計算して額をこちらははじき出してるという状況でございます。それで、あと売上

額の確認なんですけれども、ちょっと別の所にはなるんですけれども、町の方の駅の方

でカフェをされてる所もあるんですけれども、そちらの方からも売り上げの表とかを毎

月確認の意味で頂いてますので、そういったのを頂きながら、またヒアリング等をしな

がら確認をしていくことになるかと思います。 



○議長（安藤克彦議員） 

八木議員。 

○５番（八木亮三議員） 

そうするとその月の売上額はあくまで向こうの自己申告みたいなところがあるのかな

と思って、そこはやはり正確に把握する方法をちょっと検討していただきたいんですが、

今お話に出た長与駅の通路のカフェですね、ここ今道路占用料徴収条例を準用して賃料

といいましょうか使用料を徴収してると思うんですが、ここに出しているカフェについ

ても、今回の使用料条例が制定、施行されれば、この条例が適用されるのかということ

が一つ。そして適用されるのであれば、当初は相手方も道路占用料ということで契約し

たと思うんですね。それが、高くなる場合、安くなれば向こうとしては問題ないでしょ

うけど、高くなれば最初の契約と話が違うということになろうかと思ってですね。一定

何かこうトラブルになりかねないのではないかと思いまして、この辺はどうするのか。

つまり、例えば次の契約の更新の時期とかに、そういうもう次からは使用料条例の方の

金額になりますよとか、そういうことが可能なのか。どう対応される予定かを伺います。 

○議長（安藤克彦議員） 

契約管財課長。 

○契約管財課長（永野英明君） 

長与駅のカフェの方ですね、こちらの方も売り上げの何％ということでお願いをして

いこうと思っております。今議員おっしゃられるように道路占用料条例を準用させてい

ただいてますので、比較的ちょっと安価な金額になっております。ここにつきましては、

金額は当然５％になれば結構上がるのじゃないかなと思っておりますけれども、それが

適切な妥当な対価ということで、相手方との方もあと１年ございますので、まず丁寧な

ご説明をしながらやっていきたいと思っております。最初の入っていただく時に、仕様

書の方で道路占用条例を準用してお支払いいただくという文言を入れてますので、そこ

の部分についても変更をお願いしていこうかなと考えております。 

○議長（安藤克彦議員） 

他に質疑はありませんか。 

質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

ただ今議題となっています議案第１３号は総務厚生常任委員会に付託します。 

日程第６、議案第１４号長与町潮井崎キャンプ場条例の一部を改正する条例を議題と

します。 

これから質疑を行います。質疑はありませんか。 

質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

ただ今議題となっています議案第１４号は産業文教常任委員会に付託します。 

日程第７、議案第１５号長与町監査委員に関する条例の一部を改正する条例を議題と

します。 



これから質疑を行います。質疑はありませんか。 

質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

ただ今議題となっています議案第１５号は総務厚生常任委員会に付託します。 

日程第８、議案第１６号附属機関の設置に関する条例及び特別職の職員で非常勤のも

のの報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例を議題とします。 

これから質疑を行います。質疑はありませんか。 

質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

ただ今議題となっています議案第１６号は総務厚生常任委員会に付託します。 

日程第９、議案第１７号古園地区急傾斜地崩壊対策工事請負契約の変更についてを議

題とします。 

これから質疑を行います。質疑はありませんか。 

質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

お諮りします。ただ今議題となっています議案第１７号は、会議規則第３９条第３項

の規定により委員会付託を省略したいと思います。ご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

異議なしと認めます。よって、議案第１７号は委員会付託を省略することに決定しま

した。 

これから議案第１７号の討論を行います。 

まず、反対討論はありませんか。 

次に、賛成討論はありませんか。 

討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

これから日程第９、議案第１７号古園地区急傾斜地崩壊対策工事請負契約の変更につ

いてを採決します。 

本案は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

異議なしと認めます。よって、本案は原案のとおり可決されました。 

日程第１０、議案第１８号令和７年度長与町一般会計補正予算（第８号）を議題とし

ます。 

これから質疑を行います。質疑はありませんか。 

５番、八木議員。 

○５番（八木亮三議員） 

一般会計補正予算（第８号）で私の所属する産業文教委員会以外のところで２点質問

いたします。歳出ですが、２６、２７ページ、説明書ですね、２款１項８目企画費１２

節委託料でモビリティ人材育成事業業務委託料というのが４００万円減額ありますが、

これ当初予算で約１,５００万円で計上されていたものだと思いますが、この大幅減額の

理由ですね。８年度の予算には同じような事業はなさそうでしたが、もう既にこの事業



は７年度で終了したということなのか。終了したというのであれば、約１,１００万円支

出してどのような成果があったのか伺います。もう１点が、３０、３１ページ３款１項

２目障害者福祉費１８節の医療的ケア児等訪問型レスパイト事業費補助金、こちらも当

初予算１４４万円が計上されていましたのが、約１００万円減額となってます。６年度

の決算も６０万円ほどの歳出でしたが、さらにそれより利用が少なかったのかなという

ことですが、本来５年度よりも６年度以降は９６時間という使える時間が増えて使える

ようになったにもかかわらず、前年度より下がってるっていうので、何ですかね、その

理由ですね。例えば対象者が年度の途中で増減があったりとか、取りあえず減額の理由

を伺います。 

○議長（安藤克彦議員） 

村田こども政策課長。 

○こども政策課長（村田佳美君） 

先ほどの医療的ケア児等訪問型レスパイト事業補助金の減額につきましては、対象児

の方は変わりはありませんが、保護者の方のご利用というのがなかった、ご希望がなか

ったので今回減額させていただいております。 

○議長（安藤克彦議員） 

中村企画財政部理事。 

○企画財政部理事（中村元則君） 

２６、２７ページ、モビリティ人材育成事業業務委託料につきましてお答えいたしま

す。地域公共交通確保維持改善事業費補助金を活用した事業でございまして、今回入札

減による減額を行うものでございます。事業におきましては、本町でも課題とされる地

域公共交通の充実に向けた取り組みの１つとして、主に高齢者の日常の移動支援を目的

とした地域の事業者や、住民が主体となる移動支援をモデル的に立ち上げることを検討

いたしました。同種類似の業務実績を持つ民間事業者へ委託し、町職員や関係団体、地

域の住民が支援の立ち上げに必要なノウハウを取得する人材の育成を行い、支援の立ち

上げに向けて伴走支援を行ってきたところでございます。国の補助を使った事業となり

ますので、今年度限りの事業となります。実績といたしましては、令和８年度から１自

治会ですね、移送支援を取り組もうという自治会が出ておりますので、引き続き伴走支

援を行っていきたいと思っております。 

○議長（安藤克彦議員） 

５番、八木議員。 

○５番（八木亮三議員） 

では今の地域公共交通に関しては、この７年度の取り組みが８年度につながったとい

うことですね。これは理解いたしました。レスパイト事業ですが、当然これは利用者が

希望しなければ減るということですが、せっかくの事業ですから、当然ぜひ利用してい

ただきたいと思うんですよね。前年度よりさらに減ってるとなれば、やはり何かこう利



用しづらい要因であったり何かあるのかなというところで、それは今は分からないと思

いますが、そういったのを利用しなかった方にはしなかったからいいですじゃなくてで

すね、どうして利用しなかったのかとか、当然今後も医療的ケア児の方などが本町で出

てくれば、また当然準用される制度なので、今後のためにも利用しづらい点であったり、

どうしたら利用してもらえるか、当事者の方とかに聞いたり、何らかすべきかと思うん

ですがどうでしょう、そういうアクションっていうのは今後される予定等ありますでし

ょうか。考え方を伺います。 

○議長（安藤克彦議員） 

こども政策課長。 

○こども政策課長（村田佳美君） 

ご提案ありがとうございます。引き続き、関係されるご家族の方との話をしまして、

限りはありますけれども、できるだけ使いやすい制度にしていきたいとは思っておりま

す。ありがとうございます。 

○議長（安藤克彦議員） 

他に質疑はありませんか。 

質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

ただ今議題となっています議案第１８号は総務厚生常任委員会および産業文教常任委

員会に分割付託します。 

日程第１１、議案第１９号令和７年度長与町国民健康保険特別会計補正予算（第３号）

を議題とします。 

これから質疑を行います。質疑はありませんか。 

質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

ただ今議題となっています議案第１９号は総務厚生常任委員会に付託します。 

日程第１２、議案第２０号令和７年度長与町後期高齢者医療特別会計補正予算（第２

号）を議題とします。 

これから質疑を行います。質疑はありませんか。 

質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

ただ今議題となっています議案第２０号は総務厚生常任委員会に付託します。 

日程第１３、議案第２１号令和７年度長与町介護保険特別会計補正予算（第４号）を

議題とします。 

これから質疑を行います。質疑はありませんか。 

質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

ただ今議題となっています議案第２１号は総務厚生常任委員会に付託します。 

日程第１４、議案第２２号令和７年度長崎都市計画事業長与町土地区画整理事業特別

会計補正予算（第２号）を議題とします。 

これから質疑を行います。質疑はありませんか。 



８番、浦川議員。 

○８番（浦川圭一議員） 

今回の補正につきましては、保留地処分金で新たに３３万５,０００円の増額を行って、

その分を一般会計繰出金から減額をするという趣旨の補正だと思うんですが、その内容

についてはもうそれで理解をしてるんですが、１年前の３月議会のこの特別会計の委員

会審査の中で、保留地がまず幾らあるのかということで、売れる保留地がですね、その

当時７億円ぐらいあるんだということで聞いとったと思うんですね。それを処分してこ

の事業費に充てることで、新たなこの繰出金も受けずに、新たな借り入れもしなくて済

むんじゃないかというような趣旨のやりとりがあっとるんですよね。当時当初予算では

２億７,８００万円程度の繰出金のうち、約２億８００万円程度の新たな借り入れを行う

というような趣旨の予算の組み立てだったもんですから、そういう質問をしてるんです

が、その３月議会が終わった後の議会だよりの原稿を読ませてもらいますと、「保留地

処分金の歳入が見込めるなら、当初予算に計上して一般会計からの繰入金を無くし、起

債による借入はしなくて済んだのではないか」という問いに対しまして、「今後、保留

地の売却で歳入があった時点で補正予算で計上し、財源組替を行い繰り入れしない対応

をする」というようなことを、そちらが答えておられるんですよ。ところが当初予算ど

おりに、ほぼほぼとおりですたいね、三十何万円の話ですから、ここでちょっと質問を

させていただきたいんですが、保留地を売って事業費に組み込んで、繰り入れを求めな

いで新たな借り入れももうなくすちゅうようなことで言われてるんですよ。あえてです

ね、保留地を予定どおり処分されてるんでしょうけど、このやりとりの中では、予定よ

りオーバーして繰り入れをしなくていいぐらいの額を新たに処分をして対応するんだと

いうことを言われてるんですよ。それで、保留地を売らなかったのか、売れなかったの

か。その理由は何なのかという、そこをちょっと示しいただきたいと思います。 

○議長（安藤克彦議員） 

前田都市計画課長。 

○都市計画課長（前田将範君） 

保留地の今年度の販売についてなんですけども、今年度長崎県長与都市開発事業所の

方から引き継ぎを受けましたのが、令和７年１０月なんですけども、その時に引き継ぎ

を受けたのが元々およそ４０件ほどの保留地が見込めるということでご説明してたんで

すけども、そのうちの１８件程度であればいいということで令和７年１０月に引き継ぎ

を受けました。これから、広報とかホームページ等周知期間、あと申込期間、各種手続

き等経て、令和８年１月３０日に入札を行いました。その中で今年度は１１件募集をか

けましたが、そのうち２件の落札がありまして、約３,０００万円ほど今回計上してるも

のにプラスして、入る見込みといいますか、まだ契約をこれからしていきますので、入

る見込みがあります。こちらにつきましては、令和７年度決算の時に、また財源の組み

替えの方を行っていきたいと思っております。 



○議長（安藤克彦議員） 

浦川議員。 

○８番（浦川圭一議員） 

１８件頂いたんだけれども、時期の問題で売ることができなかったっちゅうことでし

ょうか。そういうことで、分かりました。ただ、去年落成式はしましたですよね。完全

にもうでき上がりましたっちゅうことで多くのたくさんが来られて落成式をされたんで

すが、４０件あるうちで１８件しか町に返すことができないとかいうのはどういう理由

なんですか。 

○議長（安藤克彦議員） 

都市計画課長。 

○都市計画課長（前田将範君） 

おっしゃるとおり落成式を受けまして、宅地造成自体は令和８年３月に完了したとい

うことではあるんですけども、その後に今現在行っております換地処分に向けた業務、

そういったことをする中で保留地だったり、そこの面積の確定作業ですね、換地処分に

向けたそういった調整作業がございまして、その中で一般の換地につきましては令和７

年７月に一斉に地権者にお返ししている状況でありますが、保留地につきましてはもう

ちょっと調整が要るので待ってくださいということで、長崎県の方から話が来ておりま

す。それを受けまして、今年度じゃあ何件まで売れるのかという調整をしまして１８件、

そのうち１１件を入札にかけたという現状でございます。 

○議長（安藤克彦議員） 

浦川議員。 

○８番（浦川圭一議員） 

大体事情は分かりましたけども、あなた方が言ってるんですよ、やりますと。保留地

処分して新たな借り入れを行わないように取り組みますということを言っとるわけです

よ。だからね、今言われたような理由なんていうのは、こういうやりとりの中でちゃん

と説明して、今年度はできませんとかね、そういう言い方をしていただかないと。確か

に一般会計の方でも当初２億８００万円程度の借り入れが、今回の補正で約１億円程度

は減額されての借り入れになっておるようですのでね、減らす努力はされたのかなあと

いうことで、あと続きは当初予算の方でまた聞きますので。 

○議長（安藤克彦議員） 

浦川議員、質疑で終わってください。 

○８番（浦川圭一議員） 

結構です。 

○議長（安藤克彦議員） 

いや、本会議場です。質疑で最後は。質疑の時間ですので、最終的に質疑で終わって

ください。 



○８番（浦川圭一議員） 

そういうことでですね、あと今後の対応を８年度の当初予算の特別会計の方でまた聞

かせていただきたいと思いますがよろしいでしょうか。 

○議長（安藤克彦議員） 

都市計画課長。 

○都市計画課長（前田将範君） 

はい、承知いたしました。 

○議長（安藤克彦議員） 

他に質疑はありませんか。 

質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

ただ今議題となっています議案第２２号は産業文教常任委員会に付託します。 

日程第１５、議案第２３号令和８年度長与町一般会計予算を議題とします。 

これから質疑を行います。質疑はありませんか。 

５番、八木議員。 

○５番（八木亮三議員） 

１点だけですね。歳出の説明で、７０、７１ページ、駐車場の関連ですね、２款１項

１４目駐車場管理費、これ全体で５４９万円ほど増額。主に１３節、１４節の無人化に

係る部分と思われますが、この機械による無人化、機械っていうのはいろいろタイプが

あると思うんですね。駐車券を取るタイプであったり、地面からストッパーが上がるタ

イプ、あと最近はナンバーをカメラで読み取るタイプ。当然できるだけコストがかから

ない方がいいのかなと思うんですが、もうどういったものを導入予定か考えられている

のか。そしてこれ機械化にすることによる、無人化されれば営業時間が変わるのか。つ

まり２４時間とか使えるようになるのか。そして、当然工事入札等必要とは思いますが、

なるべく早く導入された方が、人件費、管理委託費といいますかね、もその分減らせる

のかなと思うんですが、これいつ頃までに整備をするおつもりとかありますでしょうか。 

○議長（安藤克彦議員） 

契約管財課長。 

○契約管財課長（永野英明君） 

まず機械の方なんですけれども、いろんな場所ですね、長崎市内の商業施設であった

りとかいろんな所にいろんなタイプの今駐車場が増えてますので、そういった所を見せ

てもらったり、あと費用の面でそういったところもいろいろ研究をさせていただきまし

たが、最終的に公共がする駐車場ということで、やはり払い忘れとかそういったことが

ないように、やはり一番いいのがやっぱりゲート式ですね。旧来の形になりますけれど

も、ゲート式に決定をしたところでございます。で、時間の方なんですけれども、一応

２４時間で考えておりますけれども、夜間の防犯対策ですね、夜間使えればそれだけち

ょっと防犯面も強化する必要があるかと思いますので、ＬＥＤの照度を上げたりとか、



防犯看板ですね、あと近くに交番が幸いにもございますので、そこにも気がけていただ

くようなお願いをしたりとかですね、そういったのをしていきたいと思っております。

いつ頃かっていうことなんですけれども、今後若干条例等の一部改正もございますので、

令和９年の１月を目標に今進めているところでございます。 

○議長（安藤克彦議員） 

他に質疑はありませんか。 

１０番、安部議員。 

○１０番（安部都議員） 

主要な施策の説明書の方の９ページですね、フロントヤード改革推進事業５,８６０万

４,０００円というところですが、これについてちょっと詳細を教えていただければと思

います。 

○議長（安藤克彦議員） 

木須情報政策課長。 

○情報政策課長（木須紀彦君） 

主要な施策のところにもお示しをしておりますとおり、いわゆる一般的に言われます

書かない窓口、あとおよびできるだけ手続きを１カ所でできるようにするというワンス

トップ、こちらの方を推進してまいるというふうな事業になってございます。 

○議長（安藤克彦議員） 

安部議員。 

○１０番（安部都議員） 

手続きのワンストップ化というところでありますけれども、これは業務化の短縮とか、

例えば住民の方たちに対する時間の短縮とか、さまざまなところがあると思うんですけ

れども、時間的、やっぱり費用対効果も考えて、前年度比予算はゼロとしても、５,８０

０万円というのは機械的な形で、システム的な形で必要なのかそのあたりはいかがでし

ょうか。 

○議長（安藤克彦議員） 

情報政策課長。 

○情報政策課長（木須紀彦君） 

ご指摘のとおり今回当初予算の方で計上させていただいておりますものは、システム

導入に関する経費と思っていただいて結構かと思います。 

○議長（安藤克彦議員） 

他に質疑はありませんか。 

質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

ただ今議題となっています議案第２３号は総務厚生常任委員会および産業文教常任委

員会に分割付託します。 

日程第１６、議案第２４号令和８年度長与町国民健康保険特別会計予算を議題としま



す。 

これから質疑を行います。質疑はありませんか。 

質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

ただ今議題となっています議案第２４号は総務厚生常任委員会に付託します。 

日程第１７、議案第２５号令和８年度長与町後期高齢者医療特別会計予算を議題とし

ます。 

これから質疑を行います。質疑はありませんか。 

質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

ただ今議題となっています議案第２５号は総務厚生常任委員会に付託します。 

日程第１８、議案第２６号令和８年度長与町介護保険特別会計予算を議題とします。 

これから質疑を行います。質疑はありませんか。 

質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

ただ今議題となっています議案第２６号は総務厚生常任委員会に付託します。 

日程第１９、議案第２７号令和８年度長崎都市計画事業長与町土地区画整理事業特別

会計予算を議題とします。 

これから質疑を行います。質疑はありませんか。 

８番、浦川議員。 

○８番（浦川圭一議員） 

８年度の特別会計について質問をさせていただきます。８年度に入る前に現状で処分

しなければならないといいますか、処分できる保留地が金額ベースで幾らぐらいあるの

か。恐らく見込額でしか言えないと思うんですけども、その額とですね、あと８年度事

業費、これから行う８年度事業を含めて、この残事業費、完成までの完全に終わるまで

の残事業費が幾らぐらいかかるのかですね。それを示していただきたいということと、

今年度の当初予算でも保留地処分金が予定として１億２,８００万円計上をされて、別途

一般会計繰入金が１億５,７６２万９,０００円計上がされているんですが、この繰出金

の内訳を調べてみますと、１億７,０８０万円が地方債で新たな借り入れをするというこ

とで一般会計予算の中に示されているんですね。だから、借金をして都市計画の特別会

計に繰り出しますよというような話なんですよ。だから先ほど申し上げたような話と同

じなんですが、あとですね、もう繰り出しを受けないようにあと１億６,０００万円ほど

保留地処分金を上げていただければ、繰入金を受けることなく事業が実施できるんじゃ

ないかなというふうに私は思ってるんですよ。だからそういうことができないのかどう

かですね。以上３点ですかね、お願いします。 

○議長（安藤克彦議員） 

都市計画課長。 

○都市計画課長（前田将範君） 

まず第１点目の現状で保留地の処分できる額についてなんですけども、こちらにつき



ましては、一般保留地が約４０画地であります。その中で、処分予定額がおよそ６億５,

１００万円になっております。これに付け保留地といいまして、地権者の換地の面積の

補充分として約２０宅地ございまして、こちらが７,５６０万円、合わせて約７億２,６

００万円の保留地の予定になっております。２点目の残事業費についてですけども、令

和８年度がお示しのとおり３億１,５００万円およそとなっておりまして、９年度以降に

つきましてはおよそ８,０００万円ほどの事業費が残っております。３点目の繰り出しを

しないように、年度途中でも保留地処分金をですね、保留処分の募集を増やして繰入金

を減らす動きなんですけども、こちらにつきましても議員おっしゃるとおり年度途中で

も当初予算の予定以上の保留地の販売の方を促進していきたいと思っております。その

中で、調整をして、もし繰入金がいくらかでも減ればですね、そういった形で調整をし

たいと思っております。 

○議長（安藤克彦議員） 

浦川議員。 

○８番（浦川圭一議員） 

今の答弁をお聞きしますと、売る保留地が約７億２,０００万程度あるんだということ

と、残事業費は８,０００万円と言われましたかね、８,０００万円じゃないですよね、

今年は入れてないんですよね、８年度は入れてないんですよね。８年度入れれば約４億

円程度ですよね、保留地が７億２,０００万あって、４億円程度の事業費が控えていると

いうことですよね。全く借りないでできますよね、繰り入れを受けないで。私が言いた

いのはですね、繰り入れは受けてもいいんですけども、そこに新たな借り入れがどんど

んも平気で膨らんでいってるんですよ。今年もまた１億円新たに増えるということです

ね。このことが、先の議会でもいろいろ一般質問させていただいたんですが、ほとんど

この分が都市計画税の納税者にかかってきてるわけなんですよ、支払いが。支払いがっ

ちゅうか、納める税金で返済を行っていくということで、もうこれはもう明言されてま

すのでですね、財政の部分。だからそこを私の立場からすれば何とかして阻止したいと

いうような思いでこういう質問をさせていただいてるんですが、今年７億２,６００万円

のうち、あと今１億２,８００万円を計上されていますが、これにプラスして１億６,０

００万円ぐらいの保留地の処分ちゅうのは見込めないですかね。どうでしょうか。 

○議長（安藤克彦議員） 

都市計画課長。 

○都市計画課長（前田将範君） 

販売できる保留地がまずトータルで約４０宅地という中で、令和７年度、今年度です

ね、長与事業所から返ってきた保留地というのが１８宅地ございまして、あとの残る半

分以上の保留地につきましては、まだ今後また返ってき次第、保留地の販売の募集をか

けて、できる限りこういった繰り入れといいますか、を減らすような形で持っていきた

いと思っておりますので、今のところ数字といいますか、事業所から来年度どれぐらい



返ってくるかってのはまだ不明確ですので、数では言うことはできませんけども、そう

いった少しでも繰入金を減らす取り組みを進めていきたいと思っております。 

○議長（安藤克彦議員） 

浦川議員。 

○８番（浦川圭一議員） 

３回目ですので最後になりますが、１８宅地受けた保留地があって、その分を処分す

ることで１億６,０００万円ぐらい、あと余分にできないのですかということを改めて聞

きます。それと、先ほど７億２,０００万円程度の保留地の処分する見込みがある中で、

事業費は約４億円だということで３億円程度残るわけですよね、処分金が、最終的には

もう終わった時点では。このお金はどうするのか、私はぜひ返済とか都市計画税で担う

べき返済とかそういったところにぜひ当てていただきたいと思うんですが、それは財政

の方ですかね。そこら辺もできるのかできないのかですね。基本もう保留地処分金です

から、区画整理事業に充てるのがもう原則ですからね。だからそういうことを申し上げ

てるわけですけども、それができるのかできないのか、そこも併せて答弁願います。 

○議長（安藤克彦議員） 

都市計画課長。 

○都市計画課長（前田将範君） 

保留地処分金につきましてはちょっと繰り返しになりますけども、令和８年度ですね、

高田南の方から返ってきた保留地については、極力そういった財源に充てるような形で

売っていきたいと思っておりますので、販売したいと思っておりますので、議員のおっ

しゃるとおりそういった動きをしていきたいと思っております。まずは残ったお金なん

ですけども、ここにつきましては財政部局の方と調整をしまして、極力この高田南の事

業の方で調整を図っていきたいと思っております。 

○議長（安藤克彦議員） 

他に質疑はありませんか。 

質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

ただ今議題となっています議案第２７号は産業文教常任委員会に付託します。 

日程第２０、議案第２８号令和８年度長与町水道事業会計予算を議題とします。 

これから質疑を行います。質疑はありませんか。 

質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

ただ今議題となっています議案第２８号は産業文教常任委員会に付託します。 

日程第２１、議案第２９号令和８年度長与町下水道事業会計予算を議題とします。 

これから質疑を行います。質疑はありませんか。 

質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

ただ今議題となっています議案第２９号は産業文教常任委員会に付託します。 

日程第２２、議案第３０号人権擁護委員の推薦についてを議題とします。 



これから質疑を行います。質疑はありませんか。 

質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

お諮りします。ただ今議題となっています議案第３０号は、会議規則第３９条第３項

の規定により委員会付託を省略したいと思います。ご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

異議なしと認めます。よって、議案第３０号は委員会付託を省略することに決定しま

した。 

これから議案第３０号の討論を行います。 

まず、反対討論はありませんか。 

次に、賛成討論はありませんか。 

討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

これから日程第２２、議案第３０号人権擁護委員の推薦についてを採決します。 

本案は原案のとおり適任とすることにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

異議なしと認めます。よって、本案は原案のとおり適任とすることに決定しました。 

日程第２３、議案第３１号人権擁護委員の推薦についてを議題とします。 

これから質疑を行います。質疑はありませんか。 

質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

お諮りします。ただ今議題となっています議案第３１号は、会議規則第３９条第３項

の規定により委員会付託を省略したいと思います。ご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

異議なしと認めます。よって、議案第３１号は委員会付託を省略することに決定しま

した。 

これから議案第３１号の討論を行います。 

まず、反対討論はありませんか。 

次に、賛成討論はありませんか。 

討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

これから日程第２３、議案第３１号人権擁護委員の推薦についてを採決します。 

本案は原案のとおり適任とすることにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

異議なしと認めます。よって、本案は原案のとおり適任とすることに決定しました。 

日程第２４、議案第３２号人権擁護委員の推薦についてを議題とします。 

これから質疑を行います。質疑はありませんか。 

質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

お諮りします。ただ今議題となっています議案第３２号は、会議規則第３９条第３項

の規定により委員会付託を省略したいと思います。ご異議ありませんか。 



（「異議なし」の声あり） 

異議なしと認めます。よって、議案第３２号は委員会付託を省略することに決定しま

した。 

これから議案第３２号の討論を行います。 

まず、反対討論はありませんか。 

次に、賛成討論ありませんか。 

討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

これから日程第２４、議案第３２号人権擁護委員の推薦についてを採決します。 

本案は原案のとおり適任とすることにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

異議なしと認めます。よって、本案は原案のとおり適任とすることに決定しました。 

日程第２５、議案第３３号長与町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例から、

日程第２８、議案第３６号令和８年度長与町介護保険特別会計補正予算（第１号）まで

の４件を一括議題とします。 

ただ今一括議題とした議案について提案理由の説明を求めます。 

吉田町長。 

○町長（吉田愼一君） 

それでは、ただ今一括議題となりました議案第３３号から３６号につきまして提案理

由を申し上げます。 

初めに、議案第３３号長与町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例につきま

してでございます。本議案は、人事院勧告の内容に準じまして、新たに令和８年４月か

ら支給を予定しております町職員の通勤手当における駐車場代に係る支給要件等を定め

るとともに、所要の改正を行うものでございます。具体的な内容といたしましては、自

動車等により通勤する職員のうち、有料の駐車場等を利用し、その料金を負担している

者で、かつ通勤距離が２キロメートル以上ある者に対し、上限を５,０００円とする駐車

場代に係る通勤手当を新たに支給することを予定しているものでございます。併せまし

て、通勤手当の上限額の見直しを行うものでございます。なお附則につきましては、第

１項では施行期日を令和８年４月１日とし、第２項では本条例の改正に伴い、長与町会

計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例につきましても、準用規定の改正を行

うものでございます。 

続きまして、議案第３４号令和８年度長与町一般会計補正予算（第１号）につきまし

てでございます。補正予算は、先般２月１３日に人事院勧告に伴う関連規則が公布され

たことに基づき、自動車等による通勤する職員に対し、新たに駐車場代に係る通勤手当

を４月から支給するに当たり、急遽補正予算をお願いするものでございます。事業の概

要につきましては、先ほどの議案第３３号によりご説明を申し上げたとおりでございま

す。予算書の１ページをお開きください。今回の補正は、予算の総額に歳入歳出それぞ



れ８６０万９,０００円を追加いたしまして、補正後の総額を１６８億１,０７７万２,０

００円とするものでございます。修正、補正の内容につきましては、２ページからの第

１表歳入歳出予算補正によりご説明を申し上げたいと思っております。歳入の１４款国

庫支出金、１５款県支出金ならびに２０款諸収入は、本通勤手当の支給による各事業費

の増に伴い、子ども子育て支援交付金および後期高齢者医療受託事業収入を増額をして

おるところでございます。１８款繰入金は、本補正予算の財源調整といたしまして、財

政調整基金繰入金を増額をしておるところであります。続きまして、３ページからの歳

出につきましてご説明申し上げます。歳出では、各款におきまして、本支給に該当する

職員の通勤手当につきまして必要な額を増額計上しておるところであります。また通勤

手当の増額に伴い、一部の会計年度任用職員の社会保険料ならびに国民健康保険特別会

計および介護保険特別会計の繰出金を増額をしておるところであります。以上が補正予

算の主な内容でございます。議案の後に補正予算に関する説明書を添付しておりますの

でご参照をお願いします。 

続きまして、議案第３５号令和８年度長与町国民健康保険特別会計補正予算（第１号）

につきましてご説明を申し上げます。本補正予算は、先般２月１３日に人事院勧告に伴

う関連規則が公布されたことに基づきまして、自動車等により通勤する職員に対しまし

て、新たに駐車場代に係る通勤手当を４月から支給するに当たりまして、急遽補正予算

をお願いするものでございます。事業の概要につきましては、先ほどの議案第３３号に

よりご説明を申し上げたとおりでございます。予算書の１ページをお開きください。今

回の補正は、予算の総額に歳入歳出それぞれ４８万７,０００円を追加いたしまして、補

正後の総額を３９億８,５９７万７,０００円とするものでございます。補正の内容につ

きまして、２ページからの第１表歳入歳出予算補正によりご説明を申し上げます。歳入

の５款１項他会計繰入金は、通勤手当の増額に伴い、一部の会計年度任用職員の通勤手

当および社会保険料を一般会計より繰り入れるものでございます。続きまして、３ペー

ジの歳出についてご説明を申し上げます。歳出では本支給に該当する職員の通勤手当お

よび社会保険料の必要額を増額計上をしておるところであります。以上が補正予算の内

容でございます。議案の後に補正予算に関する説明書を添付しておりますのでご参照を

お願いいたします。 

続きまして、議案第３６号令和８年度長与町介護保険特別会計補正予算（第１号）に

つきましてご説明を申し上げます。本補正予算は、先般２月１３日に人事院勧告に伴う

関連規則が公布されたことに基づき、自動車等により通勤する職員に対しまして、新た

に駐車場代に係る通勤手当を４月から支給するに当たりまして、急遽補正予算をお願い

するものでございます。事業の概要につきましては、先ほどの議案第３３号によりご説

明申し上げたとおりでございます。予算書の１ページをお開きください。今回の補正は、

保険事業勘定におきまして予算の総額に歳入歳出それぞれ５８万８,０００円を追加し、

補正後の総額を３４億３０３万６,０００円とし、介護サービス事業勘定におきまして予



算の総額に歳入歳出それぞれ２４万９,０００円を追加し、補正後の総額を３,３８９万

４,０００円とするものでございます。補正の内容につきまして、２ページからの第１表

歳入歳出予算補正によりご説明を申し上げます。保険事業勘定の歳入につきまして、歳

入の７款繰入金は通勤手当の増に伴い増額をしております。続きまして３ページの歳出

についてご説明を申し上げます。１款３項介護認定審査会費は、本支給に該当する職員

の社会保険料および通勤手当を増額しております。３款３項包括的支援事業・任意事業

費は、本支給に該当する職員の通勤手当を増額しておるところであります。６款２項繰

出金は、介護サービス事業勘定繰出金を増額をしております。次に４ページをお開きく

ださい。介護サービス事業勘定の歳入につきまして、４款繰入金は、通勤手当の増に伴

い、保険事業勘定から繰入金を増額をしておるところであります。続きまして５ページ

をお開きください。歳出につきましては、１款事業費におきまして、本支給に該当する

職員の通勤手当につきまして必要な額を増額をしております。以上が補正予算の主な内

容でございます。議案の後に補正予算に関する説明書を添付しておりますのでご参照を

よろしくお願いします。 

以上が議案第３３号から第３６号の提案理由でございます。ご審議のほどよろしくお

願いを申し上げます。 

○議長（安藤克彦議員） 

これから質疑を行います。まず議案第３３号について質疑はありませんか。 

質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

ただ今議題となっています議案第３３号は総務厚生常任委員会に付託します。 

次に、議案第３４号について質疑はありませんか。 

質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

ただ今議題となっています議案第３４号は総務厚生常任委員会および産業文教常任委

員会に分割付託します。 

次に、議案第３５号について質疑はありませんか。 

質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

ただ今議題となっています議案第３５号は総務厚生常任委員会に付託します。 

次に、議案第３６号について質疑はありませんか。 

質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

ただ今議題となっています議案第３６号は総務厚生常任委員会に付託します。 

お諮りします。ただ今各常任委員会に付託しました議案第１１号から議案第１６号、

議案第１８号から議案第２９号、議案第３３号から議案第３６号までの２２件は、会議

規則第４６条第１項の規定によって、３月１８日までに審査を終了するよう期限を付け

ることにしたいと思います。ご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

異議なしと認めます。よって、議案第１１号から議案第１６号、議案第１８号から議



案第２９号、議案第３３号から議案第３６号までの２２件は、３月１８日までに審査を

終了するよう期限を付けることに決定しました。各常任委員長は、審査の結果を３月１

８日までに議長に報告願います。 

以上で本日の日程は全て終了しました。明日以降、委員会審査のため本会議を休会し、

３月１９日定刻より本会議を開きます。 

本日はこれで散会いたします。お疲れさまでした。 

（散会 １１時３４分） 


